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第２４期 第２回別海町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年７月３１日（金） 午前１０時００分から午前１２時００分 

 

２ 開催場所  別海町役場 町議会第２．３号委員会室 

 

３ 出席委員 （２６人） 

 

会長      ２７番 小 野 榮 一 

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝 

 

委員       １番 及 川 哲 夫 

         ２番 山 崎   茂 

                 ３番 齊 藤 主 夫 

                 ４番 市 川 義 晴 

                 ５番 石 毛   剛 

                 ６番 藤 田 浩 義 

                 ７番 中 洞   薫 

                 ８番 加 藤 真 純 

                 ９番 畠 山 友 子 

                １０番 大 内 敏 光 

                １１番 芳 賀   均 

                １２番 中 村 繁 男 

                １３番 小 島   敏 

                １４番 羽 石 健 一 

                １５番 加 藤 和 広 

                １６番 内 藤 宏 幸 

                １７番 阿 部   浩 

                １９番 木 幡   誠 

                ２０番 浦 山 宏 一 

                ２１番 山 田 良 雄 

                ２２番 押 田 賢 二 

                ２３番 林   武 雄 

                ２４番 伊 藤 一 吉 

                ２５番 竹 花 新 吉 

 

 

４ 欠席委員          １８番 藤 井   実 
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５ 議事日程 

 

    第 １ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について（農業経営基盤強化促進法） 

    第 ２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について（別海町農地移動適正化あっせん基準） 

    第 ３ 報告第３号 農地法第３条第６項の規定による農地等利用状況の報告について 

    第 ４ 報告第４号 農地法第４条許可書の交付について 

第 ５ 報告第５号 農地法第５条許可書の交付について 

第 ６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

第 ７ 報告第７号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 

第 ８ 報告第８号 青年等就農資金貸付に係る「経営改善資金計画」等の適格認定に関する 

          意見書の提出について 

第 ９ 報告第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地利用 

状況の報告について 

第 10 議案第１号 農地法第 18 条の規定による賃貸借の解約について 

第 11 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請について 

第 12 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出について 

第 13 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出について 

第 14 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出について 

第 15 議案第６号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

第 16 議案第７号 現況証明願いについて 

第 17 議案第８号 別海町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の改正 

          (案)について 

 

 

 

６ 農業委員会事務局職員 

        事務局長     中 村 公 一  農地調整担当主任  山 下 真 弘 

        総務担当主幹    木 直 人  農地調整担当主任  川 原 浩 貴 

        農地調整担当主査 藤 巻 成 司   

         

 

 

７ 傍 聴 人  な し 

 

 

 

 

８ 議事録署名委員      議席１番   及 川 哲 夫 

議席２番   山 崎   茂 
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を記載したものである。 

 

 

令和２年７月３１日 

 

署名者 

 

議   長    小 野 榮 一      ㊞ 

 

議席 １番    及 川 哲 夫      ㊞ 

 

議席 ２番    山 崎   茂      ㊞ 
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９ 会議の概要 

事 務 局 

(中村局長) 

ただいまから第２回別海町農業委員会総会を開催いたします。はじめに、小野会

長よりご挨拶をいただきます。 

会長 皆さんおはようございます。 

～７月の公務報告がある～ 

本日は報告９件、議案８件です。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

（中村局長） 

ありがとうございました。 

それでは総会の議長につきましては、会議規則第５条に基づきまして会長が議長

となります。小野会長よろしくお願いいたします。 

議長 

（小野会長） 

議事に入ります。議事録署名委員は、議席１番及川委員、議席２番山崎委員で

す。よろしくお願いします。欠席委員は議席１８番藤井委員です。 

それでは、「日程第１ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について」を議

題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

（川原主任） 

【報告第１号朗読】 

報告第１号 

農地等あっせん結果の報告について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく利用権の設

定等についてあっせんの申出があり、あっせんを行ったので報告する。 

【報告第１号内容説明】 

本件は全部で１１件ございます。第１号から第６号まで農地所有者から所有権

の移転に係るあっせんの申出があり、周辺地域における農用地の保有状況、利用

状況、将来性を踏まえ農地中間管理機構の買入れが必要との判断から調整を行い

ましたが、双方の合意が得られず不成立となったものであります。今後の取り扱

いについては後の議案第２号で提案し御審議いただく予定です。第７号から第１

１号までは、本年６月総会で報告させていただきましたが、農用地の価格につい

て意向が一致せず不調に終わったため、関係規定に基づき町長に対し買入れ協議

の要請に取り組んだところ、このたび協議が整う運びとなったものです。今後の

取り扱いについては後の議案第６号で提案し御審議いただく予定であります。そ

れでは朗読させていただきます。 

第１号。あっせん候補者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団

法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん対象地、□□-□外３７筆、計７

９５，３７７㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん委員、大内委員外

４名。あっせん結果、不成立。 

次号から第３号まであっせん委員、次号から第１１号まであっせん候補者は同

文ですので朗読を省略します。 

第２号。あっせん対象地、□□-□外１５筆、計４７６，９７４㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん結果、不成立。 

第３号。あっせん対象地、□□-□外１２筆、計３６９，００９㎡。農地の所有

者、□□丁目□番□号、□。あっせん結果、不成立。 

第４号。あっせん対象地、□□-□外８筆、計１７５，５２４㎡。農地の所有者、

□□番地の□、□。あっせん委員、加藤和広委員外５名。あっせん結果。不成立。 

第５号。あっせん対象地、□□-□外９筆、計２５２，１０８㎡。農地の所有者、

□□番地の□、□。あっせん委員、加藤真純委員外４名。あっせん結果、不成立。 

第６号。あっせん対象地、□□-□外１０筆、計３２１，０７１㎡。農地の所有

者、□□番地の□、□。あっせん委員、加藤和広委員外５名。あっせん結果、不
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成立。 

第７号。あっせん対象地、□□-□外３７筆、計９７３，５６１．７９㎡。農地

の所有者、□□番地、□。あっせん委員、山田委員外８名。あっせん結果、成立。

あっせん価格、□円。 

第８号。あっせん対象地、□□-□外２７筆、計６９８，８１１．１８㎡。農地

の所有者、□□条□丁目□番□号、□。あっせん委員、同上。あっせん結果、成

立。あっせん価格、□円。 

第９号。あっせん対象地、□□-□外２０筆、計７３２，７５９㎡。農地の所有

者、□□丁目□番地、□。あっせん委員、加藤和広委員外５名。あっせん結果、

成立。あっせん価格、□円。 

次号から第１１号まであっせん委員は同文ですので朗読を省略します。 

第１０号。あっせん対象地、□□-□外２６筆、計４６９，８５８㎡。農地の所

有者、□□番地の□、□。あっせん結果、成立。あっせん価格、□円。 

第１１号。あっせん対象地、□□-□外５１筆、計９１２，２８２㎡。農地の所

有者、□□丁目□番地□、□。あっせん結果、成立。あっせん価格、□円。以上

で報告第１号の内容説明を終わります。 

議長 

（小野会長） 

はい、ありがとうございました。報告第１号の事務局説明が終わりました。１

号から６号につきましては不成立案件ですので事務局説明とさせていただきま

す。それではあっせん委員の説明を求めます。７号、８号につきましては議席２

３番林委員、９号から１１号につきましては議席１４番羽石委員。それでは林委

員お願いします。 

２３番 

（林委員） 

説明します。７号ですが、今年研修牧場を卒業する□さんが入植することにな

り、あっせんとなりました。８号ですが、同じく研修牧場を卒業する□さんが入

植することになり、あっせんとなりました。以上です。 

議長 

（小野会長） 

続きまして、９号から１１号を羽石委員お願いします。 

１４番 

（羽石委員） 

説明します。９号の□さんは昨年離農されましたが、地区内の協議会で移転し

たいという方がいたため、あっせんとなりました。１０号の□さんは、所有地を

手放して移転するため、あっせんとなりました。１１号の□さんですが、離農に

伴いあっせんとなりました。よろしくお願いします。 

議長 

（小野会長） 

はい、ありがとうございました。報告第１号の委員説明が終わりました。ここ

で、報告第１号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

（委員） 「なし。」 

議長 

（小野会長） 

「なし。」ということですので、報告第１号を承認することに御異議ございません

か。 

（委員） 「異議なし。」 

議長 

（小野会長） 

「異議なし。」ということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について」を

議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

（川原主任） 

【報告第２号朗読】 

報告第２号 

農地等あっせん結果の報告について 

次の者から農地等のあっせん申出書の提出があり、別海町農地移動適正化あっ

せん基準に基づきあっせんを行ったので、あっせん基準第８の２の(３)の規定に
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より報告する。 

【報告第２号内容説明】 

本件は、全部で８件ございます。農地所有者の申出により新たに利用権設定等

のあっせんを行ったものであります。今後の取扱いについては後の議案第６号で

提案し御審議いただく予定でございます。それでは朗読させていただきます。 

第１号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外１１

筆、計１１１，１９０㎡。農地の所有者、□□条□丁目□番□号、□。あっせん

委員、山田委員外８名。あっせん結果、成立。あっせん価格、□円。 

次号から第３号まであっせん委員は同じですので朗読を省略します。 

第２号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外２筆、

計９，５７６㎡。農地の所有者、同上。あっせん結果、成立。あっせん価格、□

円。 

第３号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外２４

筆、計１３５，２０４㎡。農地の所有者、□□番地、□。あっせん結果、成立。

あっせん価格、□円。 

第４号。あっせん候補者、□□番地の□、□□。あっせん対象地、□□-□、面

積５，２２２㎡。農地の所有者、□□丁目□番地、□。あっせん委員、加藤和広

委員外５名。あっせん結果、成立。あっせん価格、□円。 

次号から第８号まであっせん委員は同じですので朗読を省略します。 

第５号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外７筆、

計７３，９１１㎡。農地の所有者、同上。あっせん結果、成立。あっせん価格、

□円。 

第６号。あっせん候補者、□□番地の□、□□。あっせん対象地、□□-□外６

筆、計４６，４９９㎡。農地の所有者、□□番地の□、□。あっせん結果、成立。

あっせん価格、□円。 

第７号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外６筆、

計７４，９４４㎡。農地の所有者、同上。あっせん結果、成立。あっせん価格、

□円。 

第８号。あっせん候補者、□□番地の□、□。あっせん対象地、□□-□外７筆、

計４０，９８２㎡。農地の所有者、□□丁目□番地□、□。あっせん結果、成立。

あっせん価格、□円。以上で、報告第２号の内容説明を終わります。 

議長 

（小野会長） 

はい、ありがとうございました。報告第２号の事務局説明が終わりました。こ

こであっせん委員の説明を求めます。１号から３号を議席２３番林委員。４号か

ら８号を議席１４番羽石委員。それでは林委員お願いします。 

２３番 

（林委員） 

はい、説明します。１号から３号ですが、公社で買入が出来ない土地を一般あ

っせんしたものです。よろしくお願いします。 

議長 

（小野会長） 

続きまして、４号から８号を羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

はい、説明します。４号ですが、□さんが離農するため□さんに所有地を一般

あっせんした案件です。５号、６号、８号ですが、公社で買入ができない畑を一

般あっせんしたものです。７号ですが、以前交換分合で取得した畑を一般あっせ

んしたものです。以上です。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第２号の委員説明が終わりました。ここ

で報告第２号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 
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議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第２号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第３ 報告第３号 農地法第３条第６項の規定による農地等

利用状況の報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説

明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第３号朗読】 

報告第３号 

農地法第３条第６項の規定による農地等利用状況の報告について 

次の者から農地法第３条第６項の規定による農地等の利用状況報告書の提出が

あったので報告する。 

【報告第３号内容説明】 

今月は１件の報告がありました。いずれも農地法第３条第１項の許可を受けた

農地等利用状況について、適正に利用している旨の報告を受けています。また、

その他の要件につきましても満たしていると考えています。決算期、受理日につ

きましても記載のとおりですので朗読を省略させていただきます。以上で報告第

３号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第３号の事務局説明が終わりました。こ

の件につきまして、法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは報告第３号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第３号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第４ 報告第４号 農地法第４条許可書の交付について」を

議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第４号朗読】 

報告第４号 

農地法第４条許可書の交付について 

農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北

海道農業会議に意見聴取した結果、許可を相当とする回答があったので許可書を

交付し、別海町農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

【報告第４号内容説明】 

本件につきまして、令和２年６月２３日開催第３７回別海町農業委員会にて御

審議いただいた案件で、申請時における計画どおりですので、詳細については朗

読を省略します。許可日については、農業委員会総会議決日である６月２３日と

しております。以上で報告第４号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第４号の事務局説明が終わりました。こ

れも知事許可案件ですので事務局説明のみとします。それでは、報告第４号につ

きまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 
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(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第４号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第５ 報告第５号 農地法第５条の許可書の交付について」

を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第５号朗読】 

報告第５号 

農地法第５条の許可書の交付について 

農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北

海道農業会議に意見聴取した結果、許可を相当とする回答があったので許可書を

交付し、別海町農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

【報告第５号内容説明】 

本件は、令和２年５月２９日開催第３６回総会で御審議いただいた案件で、詳

細については申請時の計画どおりですので省略させていただきます。許可日につ

きましては、北海道農業会議の意見聴取日である６月１９日としております。以

上で報告第５号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第５号の事務局説明が終わりました。こ

れも許可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは、報告第

５号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第５号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第５号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第６ 報告第６号 農地法第５条の規定による農地転用許可

後の事業完了届について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内容の説

明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第６号朗読】 

報告第６号 

農地法第５条の規定による農地転用許可後の事業完了届について 

次の者から先に農地法第５条の規定により許可を受けた事業が完了した旨の届

出があったので報告する。 

【報告第６号内容説明】 

本件については、令和２年７月１７日に現地調査を行い、結果は良好でした。

報告内容については、計画高２７，０３９㎥に対して出来高１３，０００㎥であ

り、その他は申請時の計画どおりですので、朗読を省略させていただきます。以

上で報告第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の事務局説明が終わりました。こ

こで、現地調査委員の説明を求めます。議席５番石毛委員お願いします。 

５番 

(石毛委員) 

説明します。７月１７日に山田委員、加藤真純委員と事務局で現地を見てまい

りました。綺麗に整備されており問題ないと思われます。以上です。 
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議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第６号の委員説明が終わりました。ここ

で、報告第６号について質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第６号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第６号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第７ 報告第７号 農地法第６条第１項の規定による農地所

有適格法人の定期報告について」を議題に供します。事務局より報告の朗読と内

容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第７号朗読】 

報告第７号 

農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について 

次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報告書の提出が

あったので報告する。 

【報告第７号内容説明】 

今月は３６件の報告がありました。いずれも農地法第２条に基づく事業要件、

構成員要件、役員要件全て満たしておりました。その他の法人名、決算期等につ

きましては、記載のとおりですので朗読を省略させていただきます。以上で報告

第７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第７号の事務局説明が終わりました。こ

の件につきまして、法人の定期報告ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは報告第７号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第７号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第７号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第８ 報告第８号 青年等就農資金貸付に係る「経営改善資

金計画」等の適格認定に関する意見書の提出について」を議題に供します。事務

局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(川原主任) 

【報告第８号朗読】 

報告第８号 

青年等就農資金貸付に係る「経営改善資金計画」等の適格認定に関する意見書

の提出について 

別海町農業金融制度総合推進会議から青年等就農資金貸付に係る農業経営改善

資金計画について意見を求められたので、職員に事務の一部を委任する規程第２

条第１項第１号により内容を精査し、適格であると判断し認定することに異議な

いものとして意見書を提出したので、同規程第２条第２項により報告し承認を求

める。 

【報告第８号内容説明】 

本件について２件の意見書を提出しております。内容は、施設改修費等に伴う
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青年就農資金の借り入れとなっており、借り入れについて特に意見なしで提出し

ております。それでは朗読いたします。 

第１号。所属農協、□。氏名、□。借入金額、□円。提出年月日、令和２年７

月８日。新規就農者で施設改修費等となっております。 

第２号。所属農協、□。氏名、□。借入金額、□円。提出年月日、令和２年７

月８日。新規就農者で施設改修費等となっております。以上で報告第８号の内容

説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第８号の事務局説明が終わりました。こ

れも事務局説明のみとさせていただきます。それでは報告第８号の質疑を受けた

いと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第８号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第８号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第９ 報告第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第２項

第７号の規定による農用地利用状況の報告について」を議題に供します。事務局

より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(山下主任) 

【報告第９号朗読】 

報告第９号 

農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地利用状況の

報告について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第７号の規定による農用地

の利用状況報告書の提出があったので報告する。 

【報告第６号内容説明】 

今月は、□外１件の報告がありました。賃借権の設定を受けた農用地の利用状

況について、適正に利用している旨の報告を受けおります。また、その他の要件

につきましても、要件を満たしていると考えております。決算期、受理日につき

ましても記載のとおりですので、朗読を省略させていただきます。以上で、報告

第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。報告第９号の事務局説明が終わりました。こ

ちらも参入法人の定期報告ですので、事務局説明のみとさせていただきます。そ

れでは、報告第９号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ござい

ませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、報告第９号を承認することに御異議ございません

か。 

(委員) 「異議なし。」 

議長 

(小野会長) 

「異議なし。」ということですので、報告第９号を原案のとおり承認することに決

定します。 

続きまして、「日程第１０ 議案第１号 農地法第１８条の規定による賃貸借の

解約について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願い

します。 

事務局 【議案第１号朗読】 
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(川原主任) 議案第１号 

農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について 

次の者から農地法第１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の

通知について、同条第１項の規定による可否の決定を求める。 

【議案第１号内容説明】 

本件は全部で５件ございます。借主、貸主双方の合意により解約された通知で

あり、土地の引渡の時期前６か月以内に合意解約が成立しております。それでは

朗読します。 

第１号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□外３筆、計１０２，０３３㎡。利用権の種類、賃借権。契約期間、平成２

８年６月２７日から令和８年６月２６日。合意解約成立の日、令和２年７月９日。

土地の引渡の時期、令和２年７月１０日。解約の理由、合意解約。 

次号から第５号まで利用権の種類、合意解約成立の日、土地の引渡の時期、解

約の理由は同文ですので朗読を省略します。 

第２号。貸人、同上。借人、□□番地の□、□。解約する土地、□□-□外５筆、

計９７，２１１㎡。契約期間、平成２４年１月２４日から令和４年１月３１日。 

第３号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□。解約する土地、

□□-□外３筆、計１９５，１２２㎡。契約期間、平成３１年３月１日から令和６

年２月２８日。 

第４号。貸人、□□丁目□番□号、□。借人、同上。解約する土地、□□-□外

１１筆、計３５９，０２４㎡。契約期間、平成３１年３月２８日から令和４年３

月２７日。 

第５号。貸人、□□条□丁目□番地□、□。借人、□□番地の□、□□。解約

する土地、□□-□、面積２３，８４３㎡。契約の内容、平成２７年１２月１日か

ら令和２年１１月３０日。以上で議案第１号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第１号の事務局説明が終わりました。こ

の案件につきましても合意解約案件ですので、事務局説明のみとさせていただき

ます。それでは、議案第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質

問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１１ 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買入

れ協議に係る要請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の

説明をお願いします。 

事務局 

(川原主任) 

【議案第２号朗読】 

議案第２号 

農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請について 

次の者から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく農用地所有

権移転のあっせん申出があったので、同法第１６条第１項の規定により、当会は

別海町長に対し同条第２項の規定による通知をするよう要請する。 

【議案第２号内容説明】 
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本件は６件ございます。先の報告第１号で不成立となった案件の農地所有者で、

あっせんの申出があったものであります。第１号から第６号まで同様の内容とな

っており、１の所有権移転のあっせん申出者につきましては、報告第１号におい

て所有者として朗読させていただきましたので省略させていただきます。次に２

の申出を受けた日につきましては令和２年７月１５日。３の調整の経過は、あっ

せん会議を開催し調整を図ったが農用地の価格について所有者と農地中間管理機

構の意向が一致せず調整は不調に終わったという内容でございます。４の当該農

用地の利用集積に係る意見については、優良農地等であり効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農用地の利用集積を図るため、農地中間管理機構による

買入が特に必要と認められるという内容で要請いたします。以上で、議案第２号

の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第２号の事務局説明が終わりました。こ

の件につきましても買入要請案件ですので事務局説明のみとさせていただきま

す。それでは議案第２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第２号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１２ 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可

申請書の提出について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明

をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第３号朗読】 

議案第３号 

農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第３号内容説明】 

農地法第３条許可申請につきまして、別添資料調査書を配布しておりますので

併せて参照願います。 

第１号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□番地の□、□。譲受人、□□番地、

□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外１筆、計１３１，２１４㎡の

内２９，３５１．７５㎡。許可を受けようとする理由。譲渡人は、農地を有効活

用のため売渡すものである。譲受人は、経営規模拡大のため買受けるものである。

売買価格は、□円です。本件につきまして、内面積での申請となっておりますが、

現在分筆手続き中とのことです。 

第２号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外１０筆、計２９３，６１６㎡。

許可を受けようとする理由。貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借する

ため申請するものである。借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するも

のである。賃借期間は、許可日から１０年間です。 

第３号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外３６筆、計９３３，１４９．



 14

１２㎡。許可を受けようとする理由。貸人は、農地を有効活用するため使用貸借

するものである。借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるもので

ある。賃借期間は、許可日から定めないものとする。 

第４号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外２３筆、計５０７，２８９㎡。

許可を受けようとする理由。貸人は、農地を有効活用するため使用貸借するもの

である。借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。賃

借期間は、許可日から定めないものとする。 

第５号。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、□□。許可を受けよ

うとする土地の表示、□□-□外１９筆、計６７０，４３２㎡。許可を受けようと

する理由。貸人は、農地を有効活用するため使用貸借するものである。借人は、

農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。賃借期間は、許可日

から定めないものとする。 

第６項。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外３９筆、計１，２２５，６４３．

７６㎡。許可を受けようとする理由。貸人は、経営の主体である三男に全地使用

貸借するため申請するものである。借人は、父より全地使用貸借を受けるため申

請するものである。賃借期間は、許可日から１０年間です。 

第７号。申請人の住所氏名。譲渡人、□□条□丁目□番地□、□。譲受人、□

□番地の□、□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外４筆、計１１１，

１４２㎡。許可を受けようとする理由。譲渡人は、農地を有効活用するため売渡

すものである。譲受人は、経営規模拡大のため買受けるものである。売買価格は、

□円です。 

第８号。申請人の住所氏名。貸人、□□番地の□、□。借人、□□番地の□、

□□。許可を受けようとする土地の表示、□□-□外７６筆、計１，４４３，０３

８．０１㎡。許可を受けようとする理由。貸人は、農地所有適格法人に使用貸借

するものである。借人は、使用貸借を受けて農地所有適格法人を運営するもので

ある。賃借期間は、令和２年８月３０日から２０年間です。本件につきまして、

期間満了に伴う再設定ですが、贈与税の納税猶予を受けている対象地が含まれる

ため、賃借期間が２０年となっています。以上で議案第３号の内容説明を終わり

ます。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第３号の事務局説明が終わりました。こ

こで現地調査委員の説明を求めます。１号を議席１４番羽石委員。２号を議席１

５番加藤和広委員。３号を議席１３番小島委員。４号、５号を議席１番及川委員。

６号を議席１７番阿部委員。７号を議席１６番内藤委員。８号を議席２３番林委

員。それでは羽石委員お願いします。 

１４番 

(羽石委員) 

説明します。牛の放牧に使用するということで問題ないと見てまいりました。

よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を加藤和広委員お願いします。 

１５番 

(加藤和広委員) 

はい、説明します。□さんですが、経営を引継いで１０年以上経ちます。再設

定には問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を小島委員お願いします。 

１３番 はい、説明します。□さんが会社を設立しまして全地会社へ使用貸借する案件
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(小島委員) です。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、４号、５号を及川委員お願いします。 

１番 

(及川委員) 

はい、説明します。□さんが会社を設立しまして、□さん、□さんの農地を会

社に使用貸借する案件です。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、６号を阿部委員お願いします。 

１７番 

(阿部委員) 

はい、説明します。６号ですが、□さんから□さんに全地使用貸借する案件に

なります。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、７号を内藤委員お願いします。 

１６番 

(内藤委員) 

はい、説明します。□さんと□で数年間賃貸していましたが、今回相対で売買

することになりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして８号を林委員さんお願いします。 

２３番 

(林委員) 

はい、説明します。期間満了に伴い再度２０年間の賃借期間を設定するもので

す。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第３号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第３号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１３ 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可

申請書の提出について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明

をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第４号朗読】 

議案第４号 

農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第４号内容説明】 

本件申請につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計

画及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れが無いものと

判断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積２１，９７０㎡の内

５５０．１０㎡。目的、農家住宅建設。計画内容、住宅外９９８．７７㎡。転用

基準、区分、２種。土地利用計画、農振地。転用者、□□番地の□、□。本件の

転用面積と計画面積の違いは、農地以外の土地があるためです。 

第２号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積３６，２８７㎡の内

２，８４５.８３㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、育成舎外２，８４５．８

３㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第４条第６項。土地利用計画、

農用地。転用者、□□番地の□、□□。 
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次号の転用基準、土地利用計画は同文ですので朗読を省略します。 

第３号。許可を受けようとする土地の表示、□□-□、面積７１，１６３㎡の内

３，４８３．９４㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、乾乳舎外４，３９９．

４６㎡。転用者、□□番地の□、□□。本件の転用面積と計画面積の違いは、農

地以外の土地があるためです。以上で議案第４号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第４号の事務局説明が終わりました。こ

こで現地調査委員の説明を求めます。１号、２号を議席２１番山田委員。３号を

議席５番石毛委員。それでは山田委員お願いします。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。□さんの案件ですが、場所は放牧地の旧道並びに雑種地で

問題ないと見てまいりました。□さんの案件ですが、順調に生産を増やし育成牛

も増えたため、今回育成舎を建てるものです。場所はパドック及び堆肥置き場に

なっており、問題ないと見てまいりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を石毛委員お願いします。 

５番 

(石毛委員) 

はい、説明します。山田委員長と同じく７月１７日に現地を見てまいりました。

場所は牛舎と育成舎が建っている場所で問題ないと見てまいりました。よろしく

お願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第４号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第４号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１４ 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の提出について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明

をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第５号朗読】 

議案第５号 

農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出について 

次の者から農地法第５条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、

許可の決定を求める。 

【議案第５号内容説明】 

本件申請につきまして、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計画

及び農業振興地域整備計画に基づく農地利用に支障を生ずる恐れがないものと判

断しております。 

第１号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積１１８，３

９９㎡の内１４，４８５．４２㎡。契約内容、賃貸借。目的、火山灰採取。計画

内容、火山灰採取量２１，９３６㎥。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地

法施行令第１１条第１項第１号。土地利用計画、農用地。所有者氏名、□□番地

の□、□。転用者氏名、□□番地、□□。 

次号の転用基準、土地利用計画は同様の内容ですので朗読を省略します。 

第２号。許可を受けようとする土地の表示及び面積。□□-□、面積７８，５３

１㎡の内１６，０５３㎡。契約内容、使用貸借。目的、砂、火山礫、土採取。計
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画内容、砂採取量外２６，２６６㎥。所有者氏名、□□番地、□。転用者氏名、

□□番地の□、□□。以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第５号の事務局説明が終わりました。こ

こで現地調査委員の説明を求めます。１号を議席８番加藤真純委員。２号を議席

５番石毛委員。ここで第１号につきまして□委員に関する案件です。農業委員会

等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定に基づく

議事参与制限により一時退席を求めます。 

議席□番 □委員 退席 

議長 

(小野会長) 

議事を再開します。それでは１号を加藤真純委員お願いします。 

８番 

(加藤真純委員) 

はい、説明します。７月１７日に現地を見てまいりました。場所は傾斜が酷く

うねりが激しい土地で、今回の火山灰採取によって平らになると思われます。牧

草地ですがやむを得ないものと判断してまいりましたのでよろしくお願します。 

議長 

(小野会長) 

それでは、１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございま

せんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、１号を原案のとおり許可することに決定しま

す。ここで□委員に対する議事参与制限を解除します。 

議席□番 □委員 着席 

議長 

(小野会長) 

議事を再開します。続きまして２号を石毛委員お願いします。 

５番 

(石毛委員) 

はい、説明します。採取地は報告第６号で完了届が出ている場所の更に奥にな

ります。しっかりと管理されていますので問題ないと思います。よろしくお願い

します。 

議長 

(小野会長) 

それでは、２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませ

んか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、２号を原案のとおり許可することに決定しま

す。 

続きまして、「日程第１５ 議案第６号 別海町農用地利用集積計画の決定につ

いて」を議題に供します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(川原主任) 

【議案第６号朗読】 

議案第６号 

別海町農用地利用集積計画の決定について 

別海町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の(６)による計

画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。 

【議案第６号内容説明】 

本件は、全部で４３件ございます。内訳は、所有権の移転が３９件。利用権の

設定が４件です。それでは議案の内容について朗読します。 
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第１号。所有権の移転を受ける者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、

公益財団法人 北海道農業公社 理事長 竹林孝。所有権の移転をする土地、□

□-□外２７筆、計６９８，８１１．１８㎡。所有権の移転をする者、□□条□丁

目□番□-□号、□。利用目的、牧草畑及び農業用施設用地として利用。所有権の

移転時期、令和２年８月３日。対価□円。対価の支払い方法、指定口座に振込。

対価の支払い期限、令和２年９月１４日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間

の法律関係、売買。 

次号から第５号まで所有権の移転を受ける者、対価の支払い期限、次号から第

３９号まで所有権の移転時期、対価の支払い方法、引渡の時期、当事者間の法律

関係は同文ですので朗読を省略します。 

第２号。所有権の移転をする土地、□□-□外３７筆、計９７３，５６１．７９

㎡。所有権の移転をするもの、□□番地、□。利用目的、牧草畑及び農業用施設

用地として利用。対価□円。 

第３号。所有権の移転をする土地、□□-□外５１筆、計９１２，２８２㎡。所

有権の移転をする者、□□丁目□番地□、□。利用目的、牧草畑として利用。対

価□円。 

次号から第１０号まで利用目的は同文ですので朗読を省略します。 

第４号。所有権の移転をする土地、□□-□外２０筆、計７３２，７５９㎡。所

有権の移転をする者、□□丁目□番地、□。対価□円。 

第５号。所有権の移転をする土地、□□-□外２８筆、計４６９，８５８㎡。所

有権の移転をする者、□□番地の□、□。対価□円。 

第６号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をする

土地、□□-□外３筆、計６５７，３２０㎡。所有権の移転をする者、札幌市中央

区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。

対価□円。対価の支払い期限、令和２年１０月２８日。 

次号から第２２号まで対価の支払い期限、次号から第３０号まで所有権の移転

をする者は同文ですので朗読を省略します。 

第７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□外５筆、計１６９，８６０㎡。対価□円。 

第８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１０筆、計３４１，３０５㎡。対価□円。 

第９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする土

地、□□-□外１筆、計１３９，２００㎡。対価□円。 

第１０号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外６筆、計２５２，７５９㎡。対価□円。 

第１１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１３筆、計５０７，９２７㎡。利用目的、牧草畑及び採草放牧地

として利用。対価□円。 

第１２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外５筆、計１８１，３６３㎡。利用目的、牧草畑として利用。対価

□円。 

次号から第１６号まで利用目的は同文ですので朗読を省略します。 

第１３号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計６１，５１１㎡。対価□円。 

第１４号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする
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土地、□□-□外９筆、計１４２，６８１㎡。対価□円。 

第１５号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外３筆、計１１２，７１９㎡。対価□円。 

第１６号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転を受け

る土地、□□-□外１筆、計８８，４６０㎡。対価□円。 

第１７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１６筆、計３９７，２７７㎡。利用目的、牧草畑及び採草放牧地

として利用。対価□円。 

第１８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外８筆、計１８８，９２５㎡。利用目的、牧草畑として利用。対価

□円。 

第１９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計８３，０１８㎡。利用目的、同上。対価□円。 

第２０号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計２６０，５５８㎡。利用目的、採草放牧地として利用。

対価□円。 

第２１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計１４７，５８９㎡。利用目的、牧草畑及び採草放牧地と

して利用。対価□円。 

第２２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１筆、計１９７，８８７㎡。利用目的、牧草畑として利用。対価

□円。 

第２３号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外８筆、計３１３，８９７㎡。利用目的、牧草畑及び採草放牧地と

して利用。対価□円。対価の支払い期限、令和２年１１月３０日。 

次号から第２９号まで対価の支払い期限は同文ですので朗読を省略します。 

第２４号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１０筆、計２６８，９７３㎡。利用目的、牧草畑として利用。対

価□円。 

次号から第３５号まで利用目的は同文ですので朗読を省略します。 

第２５号。所有権の移転を受ける者、□□番地、□。所有権の移転をする土地、

□□-□外７筆、計１０２，５６１㎡。対価□円。 

第２６号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□、面積８６，２１２㎡。対価□円。 

第２７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□外２筆、計１６３，７５２㎡。対価□円。 

第２８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外２筆、４８，９９６㎡。対価□円。 

第２９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１４筆、計２０３，１５０㎡。対価□円。 

第３０号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□外２筆、計７６，５８５㎡。対価□円。対価の支払い期限、令和

２年１２月２３日。 

第３１号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外１１筆、計１１１，１９０㎡。所有権の移転をする者、□□条□
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丁目□番□-□号、□。利用目的、牧草畑及び採草放牧地として利用。対価□円。

対価の支払い期限、令和２年１１月３０日。 

次号から第３３号まで利用目的、次号から第３９号まで対価の支払い期限は同

文ですので朗読を省略します。 

第３２号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外２筆、計９，５７６㎡。所有権の移転をする者、同上。対価□円。 

第３３号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外２４筆、計１３５，２０４㎡。所有権の移転をする者、□□番地、

□。対価□円。 

第３４号。所有権の設定を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□、面積５，２２２㎡。所有権の移転をする者、□□丁目□番地、

□。利用目的、牧草畑として利用。対価□円。 

第３５号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外７筆、計７３，９１１㎡。所有権の移転をする者、□□丁目□番

地、□。利用目的、牧草畑及び採草放牧地として利用。対価□円。 

次号から第３９号まで利用目的は同文ですので朗読を省略します。 

第３６号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□□。所有権の移転をす

る土地、□□-□外６筆、計４６，４９９㎡。所有権の移転をする者、□□番地の

□、□。対価□円。 

第３７号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外６筆、計７４，９４４㎡。所有権の移転をする者、同上。対価□

円。 

第３８号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外７筆、計４０，９８２㎡。所有権の移転をする者、□□丁目□番

地□、□。対価□円。 

第３９号。所有権の移転を受ける者、□□番地の□、□。所有権の移転をする

土地、□□-□外７筆、計１６４，３２５㎡。所有権の移転をする者、□□番地の

□、□□。対価□円。調整委員、小島委員、押田委員です。 

次から利用権の設定になります。 

第１号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□。利用権を設定する土地、

□□-□外４筆、計４３５，０９２㎡。利用権の設定をする者、□□番地の□、□。

利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和２年８月３１日。

終期、令和７年８月３０日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年７月末日

までに指定口座に振込むものとする。当事者間の法律関係、賃貸借。調整委員、

阿部委員、山田委員です。 

次号から第４号まで利用権の種類、当事者間の法律関係は同文ですので朗読を

省略します。 

第２号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□。利用権を設定する土地、

□□-□外３筆、計１９５，１２２㎡。利用権の設定をする者、□□番地の□、□。

内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、令和２年８月３日。終期、令和

７年８月２日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年、９月末日までに指定

口座に振込むものとする。調整委員、市川委員、及川委員です。 

第３号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□。利用権を設定する土地、

□□-□外６筆、計１１１，５８５㎡。利用権の設定をする者、□□番地の□、□。

内容、同上。始期、令和２年８月３１日。終期、令和７年８月３０日。借賃、年
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間□円。借賃の支払い方法、毎年、１０月末日までに指定口座に振込むものとす

る。調整委員、加藤和広委員、石毛委員です。 

第４号。利用権の設定を受ける者、□□番地の□、□。利用権を設定する土地、

□□-□外４筆、計７３，７０３㎡。利用権の設定をする者、□□番地の□、□。

内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、令和２年８月３１日。終期、令

和７年８月３０日。借賃、年間□円。借賃の支払い方法、毎年、１０月末日まで

に指定口座に振込むものとする。調整委員、加藤和広委員、石毛委員です。以上

で議案第６号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第６号の事務局説明が終わりました。所

有権移転第１号から第６号につきましては報告第１号で報告済み。所有権移転第

３１号から第３８号につきましては報告第２号で報告済み。所有権移転第７号か

ら第３０号につきましては農業公社からの買戻し案件ですので事務局説明とさせ

ていただきます。それでは調整委員の説明を求めます。所有権移転第３９号を議

席１３番小島委員。利用権設定第１号を議席１７番阿部委員。第２号を議席４番

市川委員。第３号、第４号を議席１５番加藤和広委員。ここで所有権移転第２７

号は□に関する案件です。農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委

員会会議規則第１４条の規定に基づく議事参与制限により一時退席し、会長代理

に議事を預けます。 

議席□番 □ 退席 

２６番 

(信夫会長代理) 

議事を再開します。それでは、所有権移転第２７号につきまして質疑を受けた

いと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

２６番 

(信夫会長代理) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

２６番 

(信夫会長代理) 

「挙手なし」ということですので、原案のとおり許可することに決定します。こ

こで□に対する議事参与制限を解除します。 

議席□番 □ 着席 

議長 

(小野会長) 

議事を再開します。所有権移転第３９号の案件につきまして、□委員、□委員、

□委員に関する案件です。農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委

員会会議規則第１４条の規定に基づく議事参与制限により一時退席を求めます。 

議席□番 □委員 議席□番 □委員 議席□番 □委員 退席 

議長 

(小野会長) 

議事を再開します。それでは３９号を小島委員お願いします。 

１３番 

(小島委員) 

はい、説明します。所有者の□が、総会で売買の承認を得たことから□さんに

売渡す案件になります。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

それでは、所有権移転第３９号につきまして質疑を受けたいと思います。何か

御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、原案のとおり許可することに決定します。こ

こで□委員、□委員、□委員に対する議事参与制限を解除します。 

議席□番 □委員 議席□番 □委員 議席□番 □委員 着席 
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議長 

(小野会長) 

議事を再開します。利用権設定第１号を阿部委員お願いします。 

１７番 

(阿部委員) 

はい、説明します。□さんに５年間賃貸していましたが期間満了になり、再度

賃貸するものです。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、２号を市川委員お願いします。 

４番 

(市川委員) 

はい、説明します。この案件は□さんが継続して使用していましたが休農する

ため、新たに□さんが全地賃貸することになりました。よろしくお願いします。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号、４号を１５番加藤和広委員お願いします。 

１５番 

(加藤和広委員) 

はい、説明します。３号、４号ですが同条件での継続案件になります。よろし

くお願いします。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございます。議案第６号の委員説明が終わりました。ここで

所有権移転第２７号、第３９号を除き質疑を受けたいと思います。何か御質問ご

ざいませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、所有権移転第２７号、第３９号を除き許可す

ることに決定します。 

続きまして、「日程第１６ 議案第７号 現況証明願いについて」を議題に供し

ます。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(藤巻主査) 

【議案第７号朗読】 

議案第７号 

現況証明願いについて 

次の者から現況証明願いが提出されたので、北海道農地法関係事務処理要領第

８の４の規定により証明する。 

【議案第７号内容説明】 

第１号。所在、□□-□、面積２３，４９１㎡。利用状況、原野。所有者、□□

番地の□、□。 

現地調査委員につきましては記載のとおりですので省略し、次号からも同様と

させていただきます。 

第２号。所在、□□-□外４筆、計２０，４７７㎡。利用状況、雑種地及び宅地。

所有者、□□条□丁目□番地□、□。 

第３号。所在、□□-□、面積１７，１４３㎡の内９７９．１９㎡。利用状況、

宅地。所有者、□□丁目□番地、□。以上で議案第７号の内容説明を終わります。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第７号の事務局説明が終わりました。そ

れでは現地調査委員の説明を求めます。１号を議席２１番山田委員。２号を議席

８番加藤真純委員。３号を議席５番石毛委員。それでは１号を山田委員お願いし

ます。 

２１番 

(山田委員) 

はい、説明します。この場所は現在機械置場として使っております。一部草地

もありますが雑草も混入しており、今後も利用されないと思います。よろしくお

願いします。 

議長 続きまして、２号を加藤真純委員お願いします。 
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(小野会長) 

８番 

(加藤真純委員) 

はい、説明します。２号ですが木などが生えている場所、長年使用していない

牛舎などがある場所を見てきました。議案に記載のとおり雑種地及び宅地として

みてまいりました。以上です。 

議長 

(小野会長) 

続きまして、３号を石毛委員お願いします。 

５番 

(石毛委員) 

はい、説明します。３号につきまして□さんの土地ですが現在、住宅のリフォ

ームをしておりその住宅ローンに関係する案件になります。よろしくお願いしま

す。 

議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第７号の委員説明が終わりました。ここ

で質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第７号を原案のとおり許可することに決

定します。 

続きまして、「日程第１７ 議案第８号 別海町農業委員会「農地等の利用の最

適化の推進に関する指針」の改正(案)について」を議題に供します。事務局より

議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

事務局 

(木主幹) 

【議案第８号朗読】 

議案第８号 

別海町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の改正(案)に

ついて 

農業委員会等に関する法律(昭和２６年法律第８８号)第７条第１項の規定によ

り、平成２９年７月３１日に策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指

針」の改正について、同条第２項の規定により意見を求める。 

【議案第８号内容説明】 

別海町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(案)でござい

ます。本文の朗読は省略し、別冊資料２で説明いたします。年号の表記、語句の

訂正についての説明は省略し、下段第２、具体的な目標と推進方法の１、遊休農

地の発生防止・解消について、改正後の表でご説明いたします。現状の遊休農地

面積が６．９ha、遊休農地の割合が０．０１％。３年後の目標が０ha で０％です

が、現状は６．３ha で０．０１％となっております。令和５年度の目標につきま

しては、引続き０haで０％としております。 

続きまして２、担い手への農地利用の集積・集約化についてです。(１)担い手

への農地利用集積目標について、集積面積Ｂの面積は平成１５年度以降に集積し

た面積の累計となっております。この累計を農地面積で除算した割合を集積率等

で表示しております。農地面積に対して集積面積の目安としての数字で、全国の

自治体の比較に用いられる率になりますので、１００％を最大とした率ではござ

いません。今回は目標の１００％を超えたため、現状の増加率で見込んだ１１９％

を令和５年度の目標として記載しております。 

続きまして３、新規参入の促進についてです。（１）新規参入の促進目標につい

て、過去５年間の平均就労者数が前回３.８戸、今回は３.２戸であることから前

回と同様の３人に設定しております。以上です。 
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議長 

(小野会長) 

はい、ありがとうございました。議案第８号の事務局説明が終わりました。こ

こで質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

(委員) 「なし。」 

議長 

(小野会長) 

「なし。」ということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

(委員) 「挙手なし」 

議長 

(小野会長) 

「挙手なし」ということですので、議案第８号を原案のとおり許可することに決

定します。 

以上で、本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第２回総会を閉会します。 

 


